
目
　
　
　
次�

則�

規�

・
貯
金

貯
金
の
総
額

注
普
通
貯
金

・
郵
便
貯
金

郵
便
貯
金
の

注
通
常
郵
便

円

を
除
く
。

規

則

○
埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
）

一

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
西
部
創
造
）

三

○
桶
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（
み
ど
り
自
然
課
）

三

○
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（

〃

）

三

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

三

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
終
了

（

〃

）

三

○
小
川
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
の

縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

四

○

〃

（
東
松
山
県
土
）

四

○
県
道
深
谷
東
松
山
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

五

○
県
道
越
谷
流
山
線
の
供
用
の
開
始

（
越
谷
県
土
）

五

雑

報

○
人
事
異
動

（
人

事

課
）

五

正

誤

○
埼
玉
県
告
示
第
千
号
中
訂
正

（
森
づ
く
り
課
）

六

埼玉県発行

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
八
十
八
号

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
証
券
取

引
所
」
を
「
金
融
商
品
取
引
所
」
に
、
「
証
券
業
協
会
」
を
「
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
」
に

改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
「
株

券
」
の
下
に
「
、
金
銭
信
託
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
条
第

一
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
４
中
「預

金
・
貯
金
・
郵
便
貯
金

」
を
「預

金
・
貯
金

」
に
、

－１－
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・
貯
金

貯
金
の

注
普

総
額

円

貯
金
を
除
く
。

総
額

円

通
貯
金
を
除
く
。

・
貯
金

貯
金
の
総
額

注
普
通
貯
金

・
郵
便
貯
金

郵
便
貯
金
の

注
通
常
郵
便

円

を
除
く
。

・
貯
金

貯
金
の

注
普

総
額

円

貯
金
を
除
く
。

総
額

円

通
貯
金
を
除
く
。

を

に
改

め
、
同
様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
中
「社
債
券

」
を
「社

債
券

�金
銭
信
託

」
に
、「総

額
を

」

を
「総

額

（金
銭
信
託
に
つ
い
て
は

�元
本
の
総
額

）を

」
に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と

し
、
同
様
式
中
７
か
ら
１０
ま
で
を
６
か
ら
９
ま
で
と
す
る
。

様
式
第
二
号
４
中
「預

金
・
貯
金
・
郵
便
貯
金

」
を
「預

金
・
貯
金

」
に
、

を

に
改

め
、
同
様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
中
「社

債
券

」
を
「社

債
券

�金
銭
信
託

」
に
、
「総

額
を

」

を
「総

額

（金
銭
信
託
に
つ
い
て
は

�元
本
の
総
額

）を

」
に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と

し
、
同
様
式
中
７
か
ら
１０
ま
で
を
６
か
ら
９
ま
で
と
す
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
期
開
始
の
日
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

前
で
あ
る
埼
玉
県
知
事
が
同
日
以
後
に
作
成
す
る
資
産
等
報
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http
://w

w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
け
の
こ
会

三

代
表
者
の
氏
名

関
屋

克
己

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
入
間
市
東
町
五
丁
目
六
番
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
社
会
環
境
の
変
化
に
伴
っ

て
女
性
の
社
会
進
出
が
著
し
い
中
、
仕
事
に

よ
り
育
児
に
専
念
で
き
な
い
父
母
に
代
わ

り
、
家
庭
的
雰
囲
気
の
中
で
の
乳
幼
児
保
育

等
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
四
号

桶
川
市
か
ら
桶
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
五
号

吉
川
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
六
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
八
潮
市
長
多
田

重
美
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

八
潮
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

三

作
業
地
域

八
潮
市
鶴
ヶ
曽
根
・
二
丁
目
地
内

四

作
業
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
五
日
か
ら
平
成
二
十

年
三
月
二
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
七
号

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
�
田
市
長
中
野
和

信
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

小
川
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
四
号
下
里

腰
越
線
及
び
三
・
五
・
八
号
馬
橋
通
り
線

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

（
三
・
五
・
四
号
下
里
腰
越
線
）

イ

追
加
す
る
土
地
の
区
域

な
し

ロ

削
除
す
る
土
地
の
区
域

小
川
町
大
字
大
塚
字
栃
本
の
一
部

－３－
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（
三
・
五
・
八
号
馬
橋
通
り
線
）

イ

追
加
す
る
土
地
の
区
域

な
し

ロ

削
除
す
る
土
地
の
区
域

小
川
町
大
字
大
塚
字
四
木
落
ち
及
び
字

大
塚
宿
の
各
一
部
、
小
川
町
大
字
小
川
字

下
町
の
一
部

三

都
市
計
画
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
及
び
小
川
町
建

設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
十

九
年
十
一
月
六
日
ま
で

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

指
令
飯
整
第
一
八
〇
〇
三
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
月
十
八
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
三
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
旭
台
七
八
番
四
の

一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

熊
谷
市
赤
城
町
一
丁
目
八
三
番
一

テ
ス

ラ
一
号
棟

西
澤

克
己

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
七
月
五
日

第
一
八
○
二
一
一
○
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
月
十
五
日

第
一
九
〇
〇
九
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
長
谷
字
六
ノ
谷
七
一

八
―
二
六

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
吉
見
町
大
字
長
谷
七
一
八
―
二
七

釼
持

正
和

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日埼

玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

深
谷
東
松
山
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

東
松
山
市
材
木
町
四
二
二
八
番
一
地
先
か
ら
同
市
材
木
町
四
一
一
五
番

七
地
先

六
・
七
〇

〜
三
四
・
〇
〇

三
八
八
・
○
○

新

十
五
・
〇
〇〜

四
一
・
〇
○

－４－

第����号平成��年��月��日（火曜日）
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報�

雑�

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

三
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

第
一
九
〇
〇
六
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
月
十
六
日

第
一
九
〇
一
〇
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
川
島
町
大
字
表
字
新
道
四
四
〇
―

五
、
四
四
〇
―
六
、
四
四
〇
―
七
、
四
四
〇

―
八
、
四
四
〇
―
一
〇
、
四
四
〇
―
一
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
川
島
町
大
字
表
四
〇
二
―
二

野
原

智
恵

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

内

村

寛

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日
付
け

○
特
別
職

（

現

職

）

（

氏

名

）

退

職

（
副
知
事
）

都

筑

信

○
部
長
級

（

現

職

）

退

職

（
総
務
部
部
付
）

橋

本

光

男

平
成
十
九
年
十
月
二
十
日
付
け

○
特
別
職

（
新
任
命
職
）

（

現

職

）

（
氏

名
）

副
知
事

（
総
務
部
部
付
）

橋

本

光

男

人
事
委
員
会
委
員
任
命

大
場
�
子
委
員
は
、
十
月
十
五
日
任
期
満
了
し
、
十
月
十
六
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

人
事
委
員
会
委
員

山

口

善

子

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

越

谷

流

山

線

越
谷
市
東
町
一
丁
目
二
番
三
地
先
か
ら
同
市
東
町
一
丁
目
二
番
一
地
先

ま
で

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日

平
成
一
九
年
十
月
十
二
日
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二

十
号
に
お
け
る
道
路
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。
（
延
長
一
六
・
八
〇

メ
ー
ト
ル
）

－５－

第����号平成��年��月��日（火曜日）



誤�

正�
埼
玉
県
告
示
第
一
〇
〇
〇
号
（
平
成
十
九
年

六
月
一
九
日
第
千
八
百
八
十
五
号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

四

二

三

秩
父
市
大
滝
字

栃
本
岩
タ
ケ
岩

五
六
九
四
の
七

正秩
父
市
大
滝
字

栃
本
岩
タ
ケ
岩

五
六
九
四
の
七

（
国
有
林
）

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －６－

第����号平成��年��月��日（火曜日）


	目次
	規則
	埼玉県知事の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則

	告示
	特定非営利活動法人の設立に係る公告
	桶川都市計画生産緑地地区の変更
	越谷都市計画生産緑地地区の変更
	測量法に基づく公共測量の実施
	測量法に基づく公共測量の終了
	小川都市計画道路の変更の案の縦覧
	開発行為に関する工事の完了公告
	開発行為に関する工事の完了公告
	県道深谷東松山線の区域の変更
	開発行為に関する工事の完了公告
	県道越谷流山線の供用の開始

	雑報
	人事異動

	正誤
	埼玉県告示第千号中訂正


